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(57)【要約】
【課題】荷電粒子線を照射する対象物からの飛散物や蒸
発物等がレンズの重要な部分に付着するのを抑制でき、
レンズと対象物との間隔を狭くすることが可能な静電型
レンズ用の電極等を提供する。
【解決手段】静電型の荷電粒子線レンズに用いる電極１
は、少なくとも１つの貫通孔４を有する。貫通孔４は、
第一の開口輪郭を有する第一の領域αと、第一の領域α
に対して荷電粒子線の上流側に位置させられるべき第二
の開口輪郭を有する第二の領域βを有する。光軸３の方
向から見て第一の開口輪郭は第二の開口輪郭内に含まれ
る。
【選択図】　図１



(2) JP 2013-8534 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
静電型の荷電粒子線レンズに用いる電極であって、
少なくとも１つの貫通孔を有し、
前記貫通孔は、第一の開口輪郭を有する第一の領域と、前記第一の領域に対して荷電粒子
線の上流側に位置させられるべき第二の開口輪郭を有する第二の領域を有しており、
光軸方向から見て前記第一の開口輪郭は前記第二の開口輪郭内に含まれることを特徴とす
る電極。
【請求項２】
前記貫通孔は円形断面を有し、
前記貫通孔の第一の領域は第一の内径を有し、前記貫通孔の第二の領域は、前記第一の内
径よりも大きい第二の内径を有することを特徴とする請求項１に記載の電極。
【請求項３】
少なくとも１つの貫通孔を有する少なくとも１つの電極を備え、
荷電粒子線を照射する対象物に最も近い位置に配置された電極として、請求項１または２
に記載の電極を用いたことを特徴とする静電型の荷電粒子線レンズ。
【請求項４】
前記対象物に最も近い位置に配置された電極の前記第一の領域の第一の開口輪郭と前記第
二の領域の第二の開口輪郭を、光軸方向に沿って、荷電粒子線を照射する対象物に投影し
た時の、前記第一の領域の内径の輪郭と前記第二の領域の内径の輪郭との最小間隔をｘ、
前記電極の光軸方向の厚さをｈ、該電極と前記対象物との光軸方向の間隔をＷＤ、前記第
一の領域の内径をφ１、該電極の荷電粒子線の上流側の表面から前記第一の領域までの光
軸方向の距離をｙ、とした時に、
ｘ／ｙ＞φ１／（ＷＤ＋ｈ－ｙ）であることを特徴とする請求項３に記載の静電型の荷電
粒子線レンズ。
【請求項５】
それぞれ荷電粒子線の通過する複数の貫通孔を有する複数の電極を備え、
前記複数の電極のそれぞれ対応する貫通孔は光軸方向に沿って整列していることを特徴と
する請求項３または４に記載の静電型の荷電粒子線レンズ。
【請求項６】
請求項３～５のいずれか１項に記載の静電型の荷電粒子線レンズを備え、
荷電粒子源からの荷電粒子線が前記レンズの電極の貫通孔を通過して対象物に照射される
ことを特徴とする荷電粒子線露光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体集積回路等の露光に用いられる電子線露光装置やイオンビーム露光装置
等の荷電粒子線露光装置などに使用される荷電粒子線光学系の技術に関し、特に、静電型
のレンズ用電極（典型的には静電型の対物レンズ用電極）に関する。
【背景技術】
【０００２】
０.１μｍ以下の微細なパターンが高集積度で詰まったパターンを露光する装置として、
電子ビーム露光装置は非常に期待されている。特に、マスクを用いずに複数本の電子ビー
ムで同時にパターンを描画する電子線露光装置は、高スループットで少量多品種の生産に
適応でき、非常に期待されている。しかしながら、電子線によって描画を行うと、電子線
が照射された箇所のレジスト等の化学物質が飛散し、特に、試料（対象物）に最も近いレ
ンズ（対物レンズ）へのレジスト等の付着は不可避となりやすい。このレジスト等の付着
はレンズの光学特性を悪化させ、長時間使用への妨げとなりやすい。
【０００３】
こうした問題を解決すべく特許文献１には次の様な電子ビーム露光装置が開示されている
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。即ち、ここでは、試料と電子ビーム集束用対物レンズ又はビーム偏向器の間に、電子ビ
ーム通路を有する導電性板体が設けられる。これにより、試料からの蒸発物、反射電子及
び２次電子が、電子ビーム集束用対物レンズ及びビーム偏向器が形成する電子ビーム通路
内に侵入するのを抑制するとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３１６６９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
半導体デバイスの分野では、より一層の微細パターン化が望まれており、同時に、それを
可能にする高解像力の露光装置も望まれている。その期待に応えるべく、露光装置の解像
力を上げようとすればするほど、対物レンズと試料との距離は狭くなっていく。しかし、
上記特許文献１に開示の従来例では、上記の如く導電性板体を配置して、試料からの蒸発
物等が対物レンズ内に侵入するのを抑制するが、対物レンズと試料との距離が狭くなると
、導電性板体を配置するのが物理的に容易ではなくなることがある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題に鑑み、静電型の荷電粒子線レンズに用いる本発明の電極は、少なくとも１つの
貫通孔を有する。そして、前記貫通孔は、第一の開口輪郭を有する第一の領域と、前記第
一の領域に対して荷電粒子線の上流側に位置させられるべき第二の開口輪郭を有する第二
の領域を有していて、光軸方向から見て前記第一の開口輪郭は前記第二の開口輪郭内に含
まれる。
【発明の効果】
【０００７】
本発明の電極によれば、光軸方向から見て第一の領域の開口輪郭が第二の領域の開口輪郭
に内包されるため、対象物からの飛散物等が第一の領域で遮蔽され、第二の領域及びこれ
よりも荷電粒子源側の領域に到達し難くなる。従って、対象物からの飛散物や蒸発物等が
第二の領域及びこれよりも荷電粒子源側の領域に付着し難い電極を実現することが出来る
。また、別個に遮蔽板などを設ける必要が無いので、電極を含むレンズと対象物との間隔
を狭くすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第一の実施形態に係る荷電粒子線対物レンズの電極を示す図。
【図２】本発明の第二の実施形態に係る静電型の荷電粒子線対物レンズ、及び第三の実施
形態に係る露光装置の荷電粒子線対物レンズ付近を示す断面図。
【図３】電極の第一及び第二の領域の開口輪郭である内径輪郭を対象物に投影した模様、
及び電極の貫通孔付近を示す図。
【図４】本発明の第四の実施形態に係るマルチ荷電粒子ビーム露光装置の構成を示す図。
【図５】本発明の第一の実施形態に係る電極の種々の変形形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明の電極の特徴は、荷電粒子線が通過する貫通孔の下流側の第一の開口輪郭が上流側
の第二の開口輪郭内に光軸方向から見て含まれる様に貫通孔を形成することである。荷電
粒子線はほぼ貫通孔の中心を通る光軸に沿って上流側から下流側に進んで対象物に照射さ
れ、この作用で飛散物等が電極内に侵入しようとするので、上流側の第二の開口輪郭より
下流側の第一の開口輪郭を狭小にすれば飛散物等の侵入を抑制できる。下流側の第一の開
口輪郭をどの程度狭小にするかは、電極の用いられ方、電極の仕様などに応じて、適宜設
計すればよい。本発明において「光軸に沿って」とは「実質的に光軸に沿って」いる状態
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であればよい。即ち、光軸と厳密に一致している場合だけでなく、誤差範囲でずれていて
も、光軸に沿っているとみなせる状態も含む。
【００１０】
以下、本発明の実施形態を説明する。ただし、以下の実施形態に記載されている構成部品
の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範
囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
（第一の実施形態）
図１及び図５を用いて、本発明の第一の実施形態を説明する。図１（ｂ）は、荷電粒子線
対物レンズに用いる、荷電粒子線を照射する対象物に最も近い電極の概略上面図であり、
図１（ａ）は図１（ｂ）のＡ－Ａ’の概略断面図である。
【００１１】
図１（ａ）に示すように、本実施形態において、荷電粒子線を照射する対象物に最も近い
電極１は、光軸３を法線とする平板であり、貫通孔４を有している。この貫通孔４は、円
形断面を有し、第一の内径φ１を有する第一の領域αと、第二の内径φ２を有する第二の
領域βを有している。これらの内径の大きさの大小関係はφ２＞φ１であり、相対的に内
径の大きい第二の領域βの方が、相対的に内径の小さい第一の領域αよりも、不図示の光
源である荷電粒子源側（すなわち荷電粒子線の上流側）に位置している。つまり、相対的
に内径の小さい第一の領域が遮蔽板構造となっており、荷電粒子線が照射される対象物で
ある試料からの飛散物や蒸発物等が第二の領域βや電極１よりも荷電粒子源側に侵入する
のを防ぐ機能を果たす。即ち、第一の領域の、内径φ１と内径φ２との差分の領域（図１
（ｂ）におけるドーナツ形状の領域）が遮蔽板の機能を有する遮蔽板構造領域となる。こ
こでは、試料からの飛散物や蒸発物等を遮蔽する前記遮蔽板構造領域を第一の領域αとし
、試料からの飛散物や蒸発物等を付着させたくない領域を第二の領域βとして、貫通孔４
は２つの内径を有する貫通孔として図示している。しかし、貫通孔４は第一の領域αと第
二の領域βと異なる内径ないし開口輪郭を有する異なる領域を有していても良い。上記遮
蔽板構造領域を第一の領域αが、荷電粒子線が照射される対象物である試料からの飛散物
や蒸発物等に対して遮蔽効果を有する理由は、対象物に荷電粒子線が照射された際に、飛
散物や蒸発物等が直線的に飛散するからである。荷電粒子線を対象物に照射する工程は、
真空又は低圧雰囲気中で行っており、そのため飛散物や蒸発物等は、荷電粒子線が照射さ
れた位置から放射的かつ直線的に飛散する。従って、荷電粒子線が照射される位置と、試
料からの飛散物や蒸発物等を付着させたくない領域を第二の領域βとを直線で結んだ直線
上（飛散物や蒸発物等の行路上）に第一の領域αを設けることにより、遮蔽効果を得るこ
とができる。
【００１２】
本実施形態の具体的な材料と寸法の例を説明する。電極１は単結晶シリコン等で形成され
る。電極１の表面及び貫通孔４の側壁は必要に応じて導電性材料膜で覆われていても良い
。導電性材料としては、シリコンとの密着性が良く、導電性が高く、酸化し難い材料が選
ばれる。例えば、チタン、白金、金、モリブデン等から選ばれる。電極１の総厚は１００
μｍであり、厚さ１０μｍの第一の領域αと厚さ９０μｍの第二の領域βから成っている
。第一の領域αの内径φ１は２０μｍであり、第二の領域βの内径φ２は３０μｍである
。
【００１３】
次に本実施形態の製造方法を説明する。まず、厚さ１００μｍのシリコン基板にフォトリ
ソグラフィ技術と深堀ドライエッチング技術により、内径が３０μｍで深さ９０μｍの溝
を形成し、第二の領域βに対応する領域を形成する。続いて、フォトリソグラフィ技術と
ドライエッチング技術により、内径２０μｍの貫通孔を形成し、第一の領域αに対応する
領域を形成する。以上で電極１を形成できる。ここで、第一の領域αと第二の領域βのい
ずれか、若しくは両方の領域を、ＳＯＩ（シリコン・オン・インシュレータ）基板を用い
て、フォトリソグラフィ技術と深堀を含むドライエッチング技術を用いて作製し、接合に
よって電極１を形成しても構わない。また、シリコン基板の両面にフォトリソグラフィ技
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術を用いてパターニングし、ドライ若しくはウェットエッチング技術を用いて両面からエ
ッチングを行うことにより貫通孔を形成することも出来る。
【００１４】
第一の領域αを厚さ１０μｍのデバイス層を有するＳＯＩ基板を用いて作製し、第二の領
域βを厚さ９０μｍのシリコン基板を用いて作製し、接合によって電極１を作製すると、
実際には図５（ａ）に示すようになる場合がある。エッジ部に欠け６が生じる場合もある
し、第二の領域βを作製する時にノッチとして発生した窪み７が生じる場合もある。また
、電極をレンズと使用した際の耐電圧を向上させるために、エッジ部に丸み８を形成する
場合もある。この様な場合には、本来の電極として狙う形状として、第一の領域αと第二
の領域βを図５（ａ）に示す範囲として考える。
【００１５】
厚さ１００μｍのシリコン基板の両面にフォトリソグラフィ技術を用いてパターニングし
、ドライ若しくはウェットエッチング技術を用いて両面からエッチングを行うことにより
貫通孔を形成する場合について説明する。この場合には、図５（ｂ）に示すように貫通孔
の開口輪郭の形状がテーパ状となることがある。こうしたとき、図５（ｂ）に示すように
、最も内径の小さくなる箇所を第一の領域αとし、第一の領域αより荷電粒子源側の一部
又は全ての領域を第二の領域βとして考える。また、図５（ｃ）に示す様な場合もある。
ここでは、第一の領域αを、厚さ１０μｍのデバイス層を有するＳＯＩ基板を用いて作製
し、レンズの光学性能を規定する第二の領域βを、同様なＳＯＩ基板を用いて作製する。
そして、第一の領域αと第二の領域βの間の領域を、厚さ８０μｍのシリコン基板を用い
て作製し、接合によって電極１を作製する。こうした場合には、第一の領域αと第二の領
域βを図５（ｃ）に示す範囲として考える。
【００１６】
以上の実施形態によれば、荷電粒子線を照射する対象物に最も近い所で用いる対物レンズ
用の電極として、試料からの飛散物や蒸発物等が第二の領域や当該電極より荷電粒子源側
に侵入するのを防ぐ遮蔽板の機能を有する第一の領域を備える電極を実現できる。
【００１７】
（第二の実施形態）
図２（ａ）を用いて、本発明の第二の実施形態を説明する。本実施形態は、第一の実施形
態の様な電極を用いた荷電粒子線対物レンズである。第一の実施形態と同じ機能を有する
箇所には同じ記号を付し、重複する部分は説明を省略する。
【００１８】
図２（ａ）に示すように、本実施形態の荷電粒子線対物レンズは電極１Ａ、１Ｂ、１Ｃの
３枚の電極を有している。３枚の電極は、光軸３を法線とする平板であり、互いに電気的
に絶縁されている。３枚の電極は、それぞれ、不図示の荷電粒子源から放出された荷電粒
子が通過する貫通孔４Ａ、４Ｂ、４Ｃを有する。貫通孔４Ａ、４Ｂ、４Ｃの中心は光軸方
向に沿って整列している。各電極が複数の貫通孔を有する場合は、複数の電極のそれぞれ
対応する貫通孔が光軸方向に沿って整列させられる。荷電粒子は光軸３の矢印の方向に進
み、不図示の試料に到達する。電極１Ｃが最も試料に近い電極であり、上記第一の実施形
態の電極が採用される。３枚の電極はそれぞれ不図示の給電パッドを有しており、所望の
光学特性を示すように、それぞれの電位を規定することが出来る。例えば、電極１Ａと電
極１Ｃをアース電位とし、電極１Ｂに負電圧を印加することによりアインツェル型の静電
対物レンズを構成することができる。
【００１９】
一般に、静電型の荷電粒子線レンズは、荷電粒子線が通過する領域に形成されている静電
場の形状によって、その性能が決まる。図２（ａ）に示すところの、荷電粒子線が通過す
る貫通孔４Ａ～４Ｃの領域に形成される静電場がそれに当たる。この領域に形成される静
電場が、光軸３を軸として回転対称形であればあるほど収差が小さい荷電粒子線レンズと
なる。静電型の荷電粒子線対物レンズの場合、特に収差に影響する静電場の場所は、貫通
孔４Ａの電極１Ｂ側下半分くらいの領域から、貫通孔４Ｃの電極１Ｂ側上半分くらいまで
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の領域となる。
【００２０】
試料が荷電粒子線によって照射されることによって、試料の表面から、その表面を構成し
ている材料、例えばレジストを構成している有機物等、が飛散及び蒸発される。この試料
の表面からの飛散物及び蒸発物は、試料から近い対物レンズの部分に付着する。この試料
の表面からの飛散物及び蒸発物が対物レンズに付着すると、帯電するなどして、対物レン
ズ内に形成される静電場を当初の状態から変化させてしまう。すると、対物レンズの収差
特性が変化してしまう。
【００２１】
本実施形態では、試料側に遮蔽板構造を持つ電極を、対物レンズ内で試料に最も近い電極
１Ｃとして用いることによって、レンズの収差特性に特に影響を及ぼす箇所への試料の表
面からの飛散物及び蒸発物の付着を抑制することができる。試料の表面からの飛散物及び
蒸発物を遮蔽する機能を担っている第一の領域αの部分はレンズの収差特性に及ぼす影響
が非常に小さいため、多くの場合、試料の表面からの飛散物及び蒸発物が付着してもあま
り問題ないと言い得る。また、他の部分よりも開口輪郭を狭小にしても、あまり問題ない
と言える。
【００２２】
本実施形態の具体的な材料・寸法例を説明する。電極１Ｃについては第一の実施形態に示
す通りである。電極１Ａ、１Ｂは単結晶シリコンで形成される。それぞれの電極の表面及
び貫通孔４Ａ、４Ｂの側壁は導電性材料膜で覆われていても構わない。導電性材料として
は、シリコンとの密着性が良く、導電性が高く、酸化し難い材料が選ばれる。例えば、チ
タン、白金、金、モリブデン等から選ばれる。電極１Ａ、１Ｂの厚さはそれぞれ１００μ
ｍである。貫通孔４Ａ、４Ｂの内径はそれぞれ３０μｍである。電極１Ａ、１Ｂ、１Ｃは
、光軸３の方向に電気的に絶縁されてそれぞれ４００μｍ離して配置される。電極１Ａ、
１Ｂ、１Ｃは絶縁性ガラスや絶縁性材料を介して配置されても構わない。電極１Ａ、１Ｂ
、１Ｃにはそれぞれ個別に電位を付与することが出来る。例えば、電極１Ｂに－３.７ｋ
Ｖを印加し、電極１Ａと１Ｃをアース電位とすることによって、アインツェル型の静電レ
ンズを構成することができる。
【００２３】
次に、本実施形態の製造方法を説明する。電極１Ｃについては第一の実施形態に示す通り
である。電極１Ａ、１Ｂは厚さ１００μｍのシリコン基板にフォトリソグラフィ技術とシ
リコンの深堀ドライエッチングにより貫通孔４Ａ、４Ｂをそれぞれ形成する。
【００２４】
以上のように本実施形態に係る荷電粒子線対物レンズは、遮蔽構造を有する電極を試料か
ら最も近い電極に用いる。これによって、収差特性に影響を及ぼす第二の領域やレンズ内
部への試料からの飛散物及び蒸発物の付着を抑制し、たとえ長時間、試料に荷電粒子線を
照射しても、収差特性の変化しにくい静電型の荷電粒子線対物レンズを提供することがで
きる。
【００２５】
（第三の実施形態）
図２（ｂ）と図３を用いて、本発明の第三の実施形態を説明する。本実施形態では、荷電
粒子線対物レンズを荷電粒子線露光装置に適応した際の、荷電粒子線を照射する試料に最
も近い電極の形状と試料との好ましい位置関係を示す。上記実施形態と同じ機能を有する
箇所には同じ記号を付し、重複する部分は説明を省略する。
【００２６】
図２（ｂ）は、本実施形態に係る荷電粒子線露光装置の荷電粒子線対物レンズ付近の概略
断面図である。図２（ｂ）に示すように、本実施形態の荷電粒子線露光装置では、試料２
は、各電極１Ａ、１Ｂ、１Ｃの貫通孔４Ａ、４Ｂ、４Ｃを通って到達する荷電粒子線によ
って照射される。試料２に荷電粒子線が照射されると、荷電粒子線が照射された箇所の試
料２の表面から、その表面を構成している材料、例えばレジストを構成している有機物等
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、が直線的に弾き飛ばされる。電極１Ｃの内、第二の領域βが対物レンズの収差特性への
影響が大きい部分であるため、試料２から第二の領域βを直接見えなくすることによって
、試料２表面からの飛散物が第二の領域βに付着し難くすることが出来る。
【００２７】
電極１Ｃは、第一の領域αと第二の領域βを有する構造であるが、フォトリソグラフィ工
程や接合工程でのアライメントずれと言った製造上の問題で、第一の領域αと第二の領域
βの貫通孔の中心位置がずれる場合が発生する。従って、製造上の位置ずれを考慮して、
電極１Ｃの形状と試料２との相対位置関係を設計することが望ましい。特に、露光装置で
ある描画装置の解像力を上げようとすればするほど、対物レンズと試料２との距離は狭く
なるため、試料に荷電粒子線を照射した際に飛散される試料表面からの飛散物が対物レン
ズに付着し易くなる。よって、電極１Ｃの形状と試料２との相対位置関係を好ましい条件
に設計することは非常に重要である。
【００２８】
図３（ａ）は、本実施形態に係る電極１Ｃの第一の領域αの内径の輪郭と第二の領域βの
内径の輪郭とを光軸方向に沿って試料に投影した時の概略平面図であり、図中のｘは第一
の領域αの内径の輪郭と第二の領域βの内径の輪郭との間の最小間隔である。図３（ｂ）
は、図２（ｂ）の貫通孔４Ｃ付近の拡大図である。図中のｈは電極１Ｃの光軸方向の厚さ
、ＷＤは電極１Ｃと試料２との光軸方向の間隔、φ１は第一の領域αの内径、ｙは電極１
Ｃの荷電粒子源側の表面から第一の領域αまでの法線方向（光軸方向）の距離である。
【００２９】
電極１Ｃの形状と試料２との相対位置関係を次の不等式の関係とすることによって、たと
え長時間、描画しても対物レンズの収差特性が変化し難い荷電粒子線露光装置を提供する
ことが出来る。
ｘ／ｙ＞φ１／（ＷＤ＋ｈ－ｙ）
上記関係式を満たすように構成することにより、第二の領域βが試料２から完全に直接見
えなくなるため、第二の領域βに付着する可能性があった試料からの飛散物や蒸発物等を
第一の領域αでより好ましく遮蔽することが出来る。
【００３０】
（第四の実施形態）
図４を用いて、本発明の第四の実施形態を説明する。本実施形態では、複数の荷電粒子線
を用いた荷電粒子線露光装置を示す。上記実施形態と同じ機能を有する箇所には同じ記号
を付し、重複する部分は説明を省略する。
【００３１】
図４は、本実施形態に係わるマルチ荷電粒子ビーム露光装置の構成を示す図である。本実
施形態は個別に投影系をもつ所謂マルチカラム式である。荷電粒子源である電子源１０８
からアノード電極１０９、１１０によって引き出された放射電子ビームは、クロスオーバ
ー調整光学系１１１によって照射光学系クロスオーバー１１２を形成する。ここで、電子
源１０８としてはLaB6やBaO/W（ディスペンサーカソード）などのいわゆる熱電子型の電
子源が用いられる。クロスオーバー調整光学系１１１は２段の静電レンズで構成されてお
り、１段目・２段目共に静電レンズは３枚の電極からなり、中間電極に負の電圧を印加し
上下電極は接地するアインツェル型の静電レンズである。
【００３２】
照射光学系クロスオーバー１１２から広域に放射された電子ビーム１１３、１１４は、コ
リメータレンズ１１５によって平行ビーム１１６となり、アパーチャアレイ１１７へと照
射される。アパーチャアレイ１１７によって分割されたマルチ電子ビーム１１８は、集束
レンズアレイ１１９によって個別に集束され、ブランカーアレイ１２２上に結像される。
ここで、集束レンズアレイ１１９は３枚の多孔電極からなる静電レンズで、レンズ制御回
路１０５で制御され、３枚の電極のうち中間の電極にのみ負の電圧を印加し上下電極は接
地するアインツェル型の静電レンズアレイである。またアパーチャアレイ１１７は、NA（
収束半角）を規定する役割も持たせるため、集束レンズアレイ１１９の瞳面位置（集束レ
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極を持ったデバイスで、描画パターン発生回路１０２、ビットマップ変換回路１０３、ブ
ランキング指令回路１０６によって生成されるブランキング信号に基づき、描画パターン
に応じて個別にビームのon/offを行う。ビームがonの状態のときには、ブランカーアレイ
１２２の偏向電極には電圧を印加せず、ビームがoffの状態のときには、ブランカーアレ
イ１２２の偏向電極に電圧を印加してマルチ電子ビームを偏向する。ブランカーアレイ１
２２によって偏向されたマルチ電子ビーム１２５は後段（下流側）にあるストップアパー
チャアレイ１２３によって遮断され、ビームがoffの状態となる。複数のアライナー１２
０は、アライナー制御回路１０７で制御されて、電子ビームの入射角度と入射位置を調整
する。また、コントローラー１０１は全体の回路を制御する。
【００３３】
本実施例においてブランカーアレイは２段で構成されており、ブランカーアレイ１２２及
びストップアパーチャアレイ１２３と同じ構造の、第二ブランカーアレイ１２７及び第二
ストップアパーチャアレイ１２８が後段に配置されている。ブランカーアレイ１２２を通
ったマルチ電子ビームは第二集束レンズアレイ１２６によって第二ブランカーアレイ１２
７上に結像される。さらにマルチ電子ビームは第三・第四集束レンズによって集束されて
ウエハ１３３上に結像される。ここで、第二集束レンズアレイ１２６・第三集束レンズア
レイ１３０・第四集束レンズアレイ１３２は集束レンズアレイ１１９同様に、アインツェ
ル型の静電レンズアレイである。
【００３４】
特に第四集束レンズアレイ１３２は対物レンズとなっており、その縮小率は１００倍程度
に設定される。これにより、ブランカーアレイ１２２の中間結像面上の電子ビーム１２１
（スポット径がFWHMで２μｍ）が、ウエハ１３３面上で１００分の１に縮小され、FWHMで
２０nm程度のマルチ電子ビームがウエハ上に結像される。第四集束レンズアレイ１３２の
各貫通孔は不図示の本発明による上述の遮蔽板構造を有しており、ウエハ１３３面上から
の飛散物及び蒸発物が、第四集束レンズアレイ１３２内の、対物レンズ特性に強く影響す
る箇所へ付着することを抑制している。ウエハ１３３上のマルチ電子ビームのスキャンは
偏向器１３１で行うことができる。偏向器１３１は対向電極によって形成されており、x
、y方向について２段の偏向を行うために４段の対向電極で構成される（図４中では簡単
のため２段偏向器を１ユニットとして表記している）。偏向器１３１は偏向信号発生回路
１０４の信号に従って駆動される。
【００３５】
パターン描画中はウエハ１３３はX方向にステージ１３４によって連続的に移動させられ
る。そして、レーザー測長機による実時間での測長結果を基準として、ウエハ面上の電子
ビーム１３５が偏向器１３１でY方向に偏向され、かつブランカーアレイ１２２及び第二
ブランカーアレイ１２７で描画パターンに応じてビームのon/offが個別になされる。ビー
ム１２４はonのビームを示し、ビーム１２５、１２９はoffのビームを示す。これにより
、ウエハ１３３面上に所望のパターンを高速に短い描画時間で描画することができる。以
上のように、本実施形態に係るマルチ荷電粒子ビーム露光装置では、本発明の静電型の荷
電粒子線対物レンズを備え、荷電粒子源からの複数の荷電粒子線が対物レンズの電極の複
数の貫通孔を通過して対象物に照射される。この様に複数の荷電粒子線を用いて描画する
ことによって、高スループットで長時間使用可能な荷電粒子線露光装置を提供することが
できる。
【符号の説明】
【００３６】
１・・電極、２・・対象物、３・・光軸、４・・貫通孔、α・・第一の領域、β・・第二
の領域
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